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広告

　　国民健康保険に加入中の皆さんへ
　　国民健康保険被保険者証 を更新します

　　令和3・4 年度
　　建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の受付が行われます

現在お持ちの国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期限は令和 2 年 9 月 30 日です。９月中旬に

新しい保険証を世帯主様に簡易書留にて郵送します。お手元に届きましたら、保険証に記載されてい

る住所、氏名、生年月日を確認してください。有効期限の過ぎた保険証は間違えないよう処分するか、

役場本庁舎町民課へ返却してください。また、10 月以降に医療機関で受診される場合は、必ず新し

い保険証を医療機関に提示してください。

◆ 新しく届く保険証の有効期間は令和2年10月１日から令和3年7月31日までです
令和３年８月から、70 歳から 74 歳までの方の保険証と高齢受給者証が一枚に統合されることに伴い、
70 歳未満の方も含め、すべての保険証の更新時期が 10 月から 8 月に変更されます。そのため、令
和 2 年度の保険証の有効期限は令和 3 年 7 月 31 日までとなり、令和 3 年度からは「8 月 1 日から
翌年 7 月 31 日まで」となります。令和２年度の保険証に限り有効期間が１年間ではありませんので、
ご注意ください。

◆ 次の場合には、必ず国民健康保険の届出をお願いします

国民健康保険に加入するとき 必要なもの

職場の健康保険をやめたときや被扶養者の資格が
なくなったとき（社会保険の資格を喪失したとき）

印鑑、退職証明書または健康保険の資格喪失証明書等

転入したとき 印鑑、前住所の転出証明書
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書

国民健康保険を脱退するとき 必要なもの

職場の健康保険に加入したときや被扶養者になっ
たとき（社会保険の資格を取得したとき）

印鑑、国民健康保険の保険証、職場の保険証

転出するとき 印鑑、保険証
加入者が死亡したとき 印鑑、保険証
生活保護を受けたとき 印鑑、保険証、保護決定（変更）通知書

その他 必要なもの

住所・世帯主・氏名などが変わったとき 印鑑、保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 印鑑、保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、汚してしまったとき 印鑑、本人確認できるもの（運転免許証等）、汚して

しまったときは保険証

問   町民課 ☎ 65-0812

令和 3・4 年度の「建設工事」「設計・調査・
測量」「土木施設維持管理」の入札参加資格
審査に係る新規・更新申請受付を以下のとお
り実施します。詳しくは、埼玉県入札審査課
のホームページをご覧ください。

 ◆ 新規申請受付
申請日現在、埼玉県電子入札共同システムに

「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施
設維持管理」のいずれの業務にも登録がない
事業所

受付期間     9 月 1 日㈫～ 9 月 25 日㈮

申請方法     申請書類を、共同受付窓口（埼
玉県総務部入札審査課）へ郵送
で提出（消印有効）

 ◆ 郵送先
〒 330-9301　埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1

（あて名）埼玉県　総務部　入札審査課　共同受付窓口（工事）宛

 ◆ 参加資格の有効期間
令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

 ◆ お問い合わせ
埼玉県　入札審査課　審査担当　☎ 048-830-5771
※埼玉県の共同受付窓口のみでの申請受付です。ときがわ町では直接受け付けておりませんのでご注意ください。

 ◆ 更新申請受付
申請日現在、埼玉県電子入札共同システムに

「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施
設維持管理」のいずれかの業務に登録がある
事業所

受付期間      「設計・調査・測量」、
　　　　　  「土木施設維持管理」
　　　　　  （「建設工事」と同時に申請する場合を含む）
　　　　　  10 月 9 日㈮～ 11 月 13 日㈮

　　　　  　「建設工事」のみ 
　　　　　  10 月 9 日㈮～ 11 月 26 日㈭

申請方法      「競争入札参加資格申請受付シ
ステム」による電子申請ととも
に、申請書類を共同受付窓口（埼
玉県総務部入札審査課）へ郵送
で提出（消印有効）

「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の
皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ
ます。町ホームページ、または下記の二次元コードから
アクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に
町ホームページで配信します。そのほかに、
ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
問   総務課 自治人権担当 ☎65-0401

声の広報ときがわ
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